
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

労
働
保
険
の
手
続
き
は
大
丈
夫
で
す
か
？ 

 

民
商
で
は
協
同
組
合
で
労
働
保
険
事
務
組
合
を
運
営
し
て
い
ま

す
。
4
月
は
年
度
更
新
の
時
期
に
な
り
ま
す
。
毎
年
民
商
で
も
労
働

保
険
加
入
を
勧
め
る
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
加
入
が
必
要
な
方
は
手

続
き
を
行
い
ま
し
ょ
う
。 

 未
加
入
中
の
労
災
事
故
に
は
ペ
ナ
ル
テ
ィ
も
あ
り
ま
す
。

必
ず
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。 

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
だ
け
で
も
労
働
保
険
は
必
要
で
す
。 

保
険
会
社
な
ど
の
民
間
労
災
保
険
だ
け
で
は
違
法
で
す
。 

通
勤
労
災
な
ど
意
外
な
事
故
も
あ
り
ま
す
。 

伝
言
板 

労
働
保
険
学
習
会 

36
協
定
・
法
定
労
働
時
間
と
所
定
労
働
時
間
の
違
い
は
ご
存
知
で
す
か
？ 

4
月
4
日
（
火
）
昼
2
時 

講
師 

社
労
士 

上
田 

純
次 

氏 

4
月
7
日
（
金
）
夜
7
時 

講
師 

社
労
士 

高
山 

和
男 

氏 

 

今
話
題
に
な
っ
て
い
る
長
時
間
労
働
、
政
府
の
「
働
き
方
改
革
実

現
会
議
」
で
17
日
に
了
承
さ
れ
た
残
業
時
間
の
上
限
規
制
案
が
問
題

に
な
っ
て
い
ま
す
。
従
業
員
を
抱
え
て
お
ら
れ
る
事
業
者
で
も
関
心

を
持
た
れ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
今
回
、
社
会
保
障
労
務
士
を

招
き
労
働
基
準
法
に
基
づ
い
た
労
働
時
間
と
は
何
か
、
繁
盛
期
の
従

業
員
と
の
取
り
決
め
36
協
定
に
つ
い
て
詳
し
く
お
話
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。 

 

記
帳
学
習
会 

第
1
回 

4
月
6
日
（
木
）
夜
7
時 

消
費
税
の
増
税
と
同
時
に
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
導
入
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。
対
応
で
き
る
記
帳
の
仕
方
を
身
に
着
け
る
こ
と
が

大
事
で
す
。
今
回
の
学
習
会
は
、
第
1
回
は
記
帳
の
基
本
を
行
い
ま

す
。
パ
ソ
コ
ン
記
帳
を
ご
希
望
の
方
は
必
ず
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

パ
ソ
コ
ン
記
帳
講
習 

第
2
回 

4
月
20
日
（
木
）
夜
7
時 

第
3
回 

4
月
27
日
（
木
）
夜
7
時 

 

第
2
回
目
と
第
3
回
目
は
「
弥
生
会
計
」
を
使
っ
て
の
パ
ソ
コ

ン
記
帳
の
講
習
を
2
回
シ
リ
ー
ズ
で
行
い
ま
す
。 


